
やめられない｢占いサイト｣に気をつけて

占いサイトに登録。「あなたは幸運の持ち主なので宝
くじが当たる」と占い師からメールが届き、鑑定のた
めの質問に何度もメールで答えた。
そのたび、サイト利用料を請求され、計９万
円を支払ったが、当たらない。(７０代、女性)

兵庫県立消費生活総合センター
〒650-0046 神戸市中央区港島中町４－２
ＴＥＬ：０７８－３０３－０９９９【消費生活相談】

占いサイトから次々とメッセージが届き、止められない
まま高額の利用料金を請求される相談が増加しています。

事
例

ア
ド
バ
イ
ス

あなたの知らない危険な手口
～ひょうご消費者トラブル情報vol.37～

●「無料鑑定」でも有料のやり取りに誘導されることが
あるので注意が必要です。

●安易に、氏名や生年月日、メールアドレス等の個人情
報を入力しないようにしましょう。

●金運や恋愛運等について良い言葉が書か
れたメッセージが届いても、返信すると
料金が請求されることがあります。

●退会する前にメールのやり取りの内容などを証拠とし
てスクリーンショット等で残しておきましょう。



【「占いサイト」の相談データ（兵庫県内）】

年度別苦情件数

【「占いサイト」苦情の主な特徴（2020年4月～2021年9月）】

年代構成 (2020年4月～2021年9月)

無料タイプ
（27％） 「無料占い」との広告につられサイトに誘導される。

事
例

友達のブログにあったバナーから「無料占いサイト」に登録したところ、占い師からメー
ルが来るようになった。返信をしているうちに断りづらくなり、占い師の指示どおりに送
金してしまった。今はサイトの連絡先は表示されない。（６０才 女性）

迷惑ﾒｰﾙﾀｲﾌﾟ
（17％） 突然、占いサイトから利用料請求のメールが入る。

事
例

「金運鑑定」「幸運が舞い込む」などの占い勧誘メールが次々に届く。気になるので一度
返信したところ、突然大量に迷惑メールが届き始め、覚えのない利用料金の請求を受け
困っている。（６０代、男性）

金運タイプ
（27％）

「お金が入る、儲かる」など金運で誘われる。その約７
割が「宝くじ」関連。

事
例

「あなたは金運のオーラが大きい。宝くじが当選する確率は100%だ。」という鑑定を受
けた。その後、１日に何通もの有料のメール送信を求められ、数日間で１０万円近くカー
ド払いしてしまったが、全く宝くじは当たらない。（５０代 女性）
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